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（※）年金現価率
　基準利率・死亡率の状況及びその見通し等を勘案して、一定の年金額が支給されるとした場合の年金額を計算するた
めの率で、地共連の定款で定められます。毎年10月に見直しを行います。
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（一時金での受取も可能）

〇原則として65歳から支給

〇年金額は年金現価率（※）によって改定


